
 

 
 

 

 

公立高等学校の授業料無償化について 
 
１ 授業料の不徴収 

  国において、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法

律」が3月31日に公布、4月1日に施行されました。 
  この法律により、公立高等学校の授業料は不徴収となりました。 
 
２ 制度の概要 

  制度の趣旨、効果、対象となる学校の範囲、不徴収の例外、無償化の範囲、手続等 

   →資料１「社会全体であなたの学びを支えます」参照 
 
３ 横浜市の状況 

（１）市立高校授業料、生徒数等 
 授業料年額【月額】 生徒数（20年度）

全日制 118,800円【9,900円】 6,318人 
定時制  32,400円【2,700円】 1,406人 

（２）歳入予算額等 
    平成22年度予算歳入759,766千円 

無償化による不徴収分は、国が負担することになります。 
 
 
４ 横浜市の対応 

地方自治法第179条第1項の規定に基づき、市長専決処分により「横浜市立高等学校授業料等

徴収条例」の一部を改正（平成22年４月１日施行） 
市会第2回定例会において専決処分の報告を行い、承認をお願いします。 

 
 
５ 条例改正等の概要 

（１）題名の変更 
   「横浜市立高等学校授業料等徴収条例」→「横浜市立高等学校の授業料等に関する条例」 
（２）改正内容 
   別科を除く横浜市立高等学校の授業料を不徴収 
   ただし、授業料を徴収しないことが高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担

の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、徴収する。 
  ※ 授業料を徴収する場合（①すでに一度高校を卒業、②休学等のやむを得ない事情がなく標

準修業年限を超過、③教育長が特に必要と認める場合。）②は平成23年度から徴収 
（３）施行規則 
   条例の改正にあわせて、施行規則を改正（平成22年４月１日施行） 
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新 旧 対 照 表 
 

改正前 改正後 

横浜市立高等学校授業料等徴収条例 

 

(目的) 

第１条 横浜市立高等学校の授業料、入学金及

び入学選考手数料(以下「授業料等」という。)

の額及び徴収については、この条例の定める

ところによる。 

 

 

(徴収) 

第３条 授業料は、毎月分割徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 入学金は、入学許可の日から７日以内に徴

収する。 

３ 入学選考手数料は、入学願書提出の際に徴

収する。 

 

横浜市立高等学校の授業料等に関する条例 

 

(目的) 

第１条 横浜市立高等学校（以下「高等学校」

という。）の授業料、入学金及び入学選考手

数料(以下「授業料等」という。)に関し必要

な事項については、この条例の定めるところ

による。 

 

(徴収等) 

第３条 高等学校（別科を除く。以下この項に

おいて同じ。）については、授業料を徴収し

ない。ただし、授業料を徴収しないことが高

等学校における教育に要する経費に係る生

徒間の負担の公平の観点から相当でないと

認められる特別の事由がある場合は、この限

りでない。 

２ 前項ただし書の規定により授業料を徴収

する場合及び別科について授業料を徴収する

場合は、毎月分割して徴収する。 

３ 入学金は、入学許可の日から７日以内に徴

収する。 

４ 入学選考手数料は、入学願書提出の際に徴

収する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市立高等学

校の授業料等に関する条例第３条の規定は、

平成22年度以後の年度分の授業料について

適用し、平成21年度分までの授業料について

は、なお従前の例による。 

 

資料３ 
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新 旧 対 照 表 
 

改正前 改正後 

横浜市立高等学校授業料等徴収条例施行規則 

 

 

第１条 横浜市立高等学校授業料等徴収条例

(昭和26年12月横浜市条例第77号。以下条例と

いう。)の実施及び手続については、この規則

の定めるところによる。 

 

(徴収の方法、期限及びその特例) 

第２条 条例第３条第１項の規定により、毎月

徴収すべき授業料は、年額の12分の１とし、

毎月10日(４月にあっては20日)までに徴収

する。ただし、８月に徴収すべき授業料及び

３月に徴収すべき授業料については、その前

月の徴収期間に徴収することができる。 

 

 

横浜市立高等学校の授業料等に関する条例施行

規則 

 

第１条 横浜市立高等学校の授業料等に関する

条例 (昭和26年12月横浜市条例第77号。以下

条例という。)の実施及び手続については、こ

の規則の定めるところによる。 

 

(徴収の方法、期限及びその特例) 

第２条 条例第３条第２項の規定により、毎月

徴収すべき授業料は、年額の12分の１とし、

毎月10日(４月にあっては20日)までに徴収す

る。ただし、８月に徴収すべき授業料及び３

月に徴収すべき授業料については、その前月

の徴収期間に徴収することができる。 

 

附 則 

 この規則は、平成22年４月１日から施行する。
 
 


